
第１回  恵庭市恵庭跨線橋維持管理計画検討委員会  

日  時 ： 令和３年７月９日（金）10時 00 分～12 時 00 分

                     場  所 ： Web 会 議 形 式 で 開 催  

議   事   次   第  

１ ． 開 会  

２ ． 恵 庭 市 長 挨 拶  

３ ． 委 員 及 び オ ブ ザ ー バ ー の ご 紹 介  

４ ． 委 員 会 設 立 の 趣 旨 に つ い て  

５ ． 委 員 長 挨 拶  

６ ． 議 事  

（ １ ） 解 析 手 法 に つ い て  

（ ２ ） 解 析 に お け る 諸 条 件 設 定 に つ い て  

（ ３ ） 解 析 結 果 に 基 づ く 寿 命 算 出 に つ い て  

（ ４ ） 恵 庭 跨 線 橋 に お け る 今 後 の 維 持 管 理 計 画 に つ い て  

７ ． 事 務 連 絡  

８ ． 閉 会  

＜ 配 布 資 料 ＞  

 議 事 次 第  

資 料 １  恵 庭 市 恵 庭 跨 線 橋 維 持 管 理 計 画 検 討 委 員 会 設 置 要 綱  

資 料 ２  委 員 等 名 簿  

資 料 ３  恵 庭 跨 線 橋 維 持 管 理 計 画 検 討 委 員 会  説 明 資 料  



 資料１ 

恵庭市恵庭跨線橋維持管理計画検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 恵庭市恵庭跨線橋維持管理計画検討委員会（以下「検討委員会」という。）は、

恵庭市が実施した「令和2年度 恵庭跨線橋補修設計に係る既設構造物詳細調査解析委託

業務（4-11径間）」における解析手法、解析における諸条件設定並びに解析結果に基づ

く寿命算出結果の妥当性を専門的見地から検証することで、恵庭跨線橋の今後の維持管

理計画策定に向けた方向性を示すことを目的として設置する。 

 （検証対象） 

第２条 検討委員会は、「恵庭跨線橋補修設計に係る既設構造物詳細調査解析委託業務

（4-11径間）」の成果物について検証を行う。 

（所掌事項） 

第３条 検討委員会は、次に掲げる事項について検証するものとする。 

(1) 解析手法に関すること 

(2) 解析における諸条件設定に関すること 

(3) 解析結果に基づく寿命算出に関すること 

(4) 恵庭跨線橋における今後の維持管理計画に関すること 

(5) その他必要な事項に関すること 

（組織） 

第４条 検討委員会は、橋梁補修に関する専門的な知識を有し、公正中立の立場で審査そ

の他の事務を適切に行うことができるもので組織する。 

２ 委員は、３名程度とする。 

３ 委員は、市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、委嘱の日から第７条に規定する報告が終了した日までの期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を各１名置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 



４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は委員長が招集し、その議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数をもって成立する。 

３ 会議には、オブザーバーとして北海道建設部土木局道路課職員の参加を認めるほか、

委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。  

４ 会議の議事は、出席の委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

（報告） 

第７条 検討委員会は、所掌事項に関わる検証及び審議を終えたときには、報告書を作成

し、恵庭市に提出する。 

（守秘義務） 

第８条 検討委員会の委員及び会議に出席した者は、その職務上知り得た事項及び関係資

料を他に漏らしてはならない。 

（事務局） 

第９条 検討委員会の事務を処理するため、建設部土木課に事務局を置き、土木課長がそ

の事務を総括する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員

長が会議に諮って決定する。 

附 則 

この要綱は、令和 ３ 年 ６ 月 １４ 日から実施する。 



 資料２ 

恵庭市恵庭跨線橋維持管理計画検討委員会 委員等名簿 

   ■委員 

氏名 現職 

にし ひろあき 

西 弘明 

国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 

寒地基礎技術研究グループ グループ長 

ふるうち ひとし 

古内 仁 
北海道大学 大学院 工学研究院 助教 

まつもと たかし 

松本 高志 
北海道大学 大学院 工学研究院 教授 

（令和３年７月１日現在 敬称略 五十音順） 

■オブザーバー 

氏名 現職 

まつだ まさひろ 

松田 雅宏 

北海道建設部土木局道路課  

課長補佐（高速道・市町村道） 

きたむら たかし 

北村 崇 

北海道建設部土木局道路課 

市町村道係 係長 

はすい けんた 

蓮井 健太 

北海道建設部土木局道路課 

市町村道係 主任 

（令和３年７月１日現在 敬称略） 



資料３












































































